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このメールマガジンは、購読を希望された方、広域関東圏知的財産戦略本部関 

係者、知的財産に関係する企業・機関のご担当者、パテントソリューション 

フェアに出展申込された方、ご来場頂いた方に配信しております。 
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審査請求料は、特許出願の審査請求と同時に納めることとされておりますが、昨 

今の景気の急速な悪化を受けて、企業等の資金的な負担を軽減するための緊急的 

な措置として、平成２１年４月１日以降に行われる出願審査請求については、出 

願審査請求書の提出日から１年間に限り、審査請求料の納付を繰り延べできるよ 

うになりました。 

 

出願審査請求書において納付繰延の意思表示がされた場合、出願審査請求書の提 

出日から１年間、審査請求料の納付を繰り延べすることができます。 

審査請求料の納付繰延を利用した場合、出願審査請求時点において審査請求料が 

納付されていなくても、審査請求料の未納付に基づく手続補正指令書は発送しま 

せん。なお、出願審査請求書の提出日から１年を過ぎても納付がない場合は、従 

来どおり、手続補正指令書を発送します。 

自己の特許出願に対して出願審査請求を行う方が利用できます（他人請求の場合 

は不可）。また、納付繰延は、出願審査請求が書面・電子のいずれの手続でも利用 

できます。 

 

※ただし以下の場合は、審査請求料の納付が必要です。 

http://www.kanto-chizai.com/
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm


（１）早期審査の申請をする場合 

（２）国際調査手数料の一部返還※を希望する場合 

     （国際調査報告の作成に先の国内出願の調査結果等を利用するため、早期 

     に先の国内出願について審査着手することが必要となります。） 

 

納付繰延を利用する場合の「出願審査請求書」の記載方法 

(１)【手数料の表示】の欄は設けないでください。 

(２)【その他】の欄を設けて、「審査請求料は納付繰延する。」と記載してくだ 

  さい。 

 

注意事項 

１．【その他】の欄に審査請求料の納付繰延の意思表示がない場合、納付繰延を 

利用はできません。 

２．パソコン電子出願にて、納付繰延を利用して出願審査請求を行う場合は【手 

数料の表示】の欄を設けないため、下記の警告の表示がされますが、他に 

問題がなければそのまま送信してください。 

警告の表示：「重度の警告 必須の識別子が記述されていません」 

 

実施期間は、平成２１年４月１日から２年間を予定しております。 

 

※詳細はこちらをご覧下さい 

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shinsa_kurinnobe.htm  
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□■ ２,平成２１年度「知財功労賞」の表彰について 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

特許庁では、４月１８日の「発明の日」を記念し、平成２１年度「知財功労賞」 

を決定しました。今回は、産業財産権制度の普及・啓発への功績及び有効活用に 

ついて、経済産業大臣表彰として個人１名と企業７社、特許庁長官表彰として個 

人５名と企業８社を表彰します。 

 

管内の「知財功労賞」受賞企業は以下の６社です。 

（知財功労賞表彰式は、４月１７日に霞山会館にて行われました。） 

 

【経済産業大臣表彰】 

『産業財産権制度活用優良企業等』 

☆ 株式会社ダイマジック        （特許活用）東京都 

☆ 株式会社日立ハイテクノロジーズ   （特許戦略）東京都 

 

【特許庁長官表彰】 

『産業財産権制度活用優良企業等』 

☆ 株式会社ヒガノ           （特許活用）埼玉県 

☆ 浜松ホトニクス株式会社       （特許活用）静岡県 

☆ 株式会社タカラトミー        （意匠活用）東京都 

☆ 株式会社レーベン販売        （意匠活用）神奈川県 

 

※詳細はこちらをご覧下さい 

http://www.meti.go.jp/press/20090406002/20090406002.html  
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□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ３,「スーパー早期審査の試行におけるＱ＆Ａ」のご案内 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

特許庁は、ユーザの求めるタイミングで早期に権利化が行える審査体制の構築に 

向け、通常の早期審査よりも更に早期に審査を行うスーパー早期審査制度を創設 

し、平成２０年１０月からその試行を行ってきたところです。今回、試行開始以 

来寄せられた質問等を参考にして、Ｑ＆Ａが取りまとめられましたので、この 

ページを参考にご活用ください。 

 

※「スーパー早期審査の試行におけるＱ＆Ａ」はこちら 

http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/super_souki_qa.htm  
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□■ ４,『産業財産権相談サイト』のご案内 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

（独）工業所有権情報・研修館サイト内に、「産業財産権相談サイト」が開設され 

ました。 

このサイトでは、特許・実用新案・意匠・商標の以下の内容についてご案内して 

おります。 

・出願書類等のサンプルダウンロード 

・手続き書類の書き方 

・権利取得までの流れ 

・事前調査の方法 

・皆様からご相談の多い質問とその応答 

 

※『産業財産権相談サイト』はこちら 

http://faq.inpit.go.jp/EokpControl?&event=TE0008  
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□■ ５,「特許庁各種パンフレット一覧」更新のご案内 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

新年度になり、審査請求料納付繰延制度や特許関係料金等の変更に伴い、特許庁 

で作成・配布している各種パンフレットが更新されました。 

このパンフレットは、ネット上からダウンロードすることができます。 

 

※各種パンフレット一覧及びダウンロードはこちらから 

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/panhu.htm  

 

また、各種パンフレットをご希望の際は、関東経済産業局特許相談室でも配布し 

ていますので、お問い合わせください。 

（ＴＥＬ：０４８－６００－０３１９） 

※特許相談室はこちら 

http://www.kanto.meti.go.jp/sodan/tokkyosodan/index.html  

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ６,【お知らせ】「インターネット出願への一本化」について 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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現在、ＩＳＤＮ回線を利用した電子出願とインターネットを利用した電子出願の 

二通りの電子手続を受け付けておりますが、平成２２年３月末にＩＳＤＮ回線を 

利用した電子出願を廃止し、平成２２年４月からインターネット出願へ一本化い 

たします。 

このようなことを踏まえ、特許庁では平成２０年６月にインターネット出願への 

一本化について公表しましたが、ＩＳＤＮ出願の廃止まであと１年となりました 

ので、再度お知らせいたします。 

 

※詳細についてはこちらをご覧下さい 

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/internet_syutugan_ipponn

ka.htm  

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ７,【お知らせ】産業財産権関係料金一覧について 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

産業財産権関係料金一覧が更新されました。 

（特許原簿謄本の料金等、利害関係確認が不要な場合・必要な場合に応じて料金 

が異なります。） 

 

※詳細はこちらをご覧下さい 

http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm  

 

 

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□■ ８,【緊急保証制度】中小・小規模企業を全力をあげて応援します！  

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

平成２０年１０月３０日政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議において、 

「生活対策」が決定され、金融不安や景気後退の影響を受けやすい中小・小規模 

企業について、 十分な資金繰り対策を実施し、また、税制措置や人材確保・育 

成等により活性化を図っていくこととなりました。 

現在、本制度の対象業種は、「７６０業種」です。 

 

★緊急保証制度の対象となる中小企業の方、保証の内容等詳細についてはこちら 

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/chusho/kinyuu/20081114seikatsutaisaku

.html  
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○● その他のイベント･セミナー情報についてはこちら ●○ 

    http://www.kanto-chizai.com/cal/index.cgi  

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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